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  埼商連第４５回定期総会が開催されました 

   浦和民商第６０回定期総会・ 

  創立６０周年記念行事を開催します 
 

    ２０１４年７月 ６日（日） 

          さいたま共済会館６階 
 

  定期総会；午後１時会場 １時３０分開会   

       終了予定 午後４時 

  記念行事；午後５時会場 ５時３０分開会   

       終了予定 午後８時 

◎記念行事については、参加費２０００円を頂きます。

４０年会員さんの表彰を記念行事のなかであわせて行い

ます。参加いただける方は、６月20日（金）中に事務所

までご連絡ください。ご連絡お待ちしています。 

      源泉計算会のお知らせ 

    2014年(平成26年)1月－6月の源泉 
 
7月7日(月)桜区 プラザウエスト第7セミナールーム        

        14時－16時 

7月8日(火)南区 南浦和公民館2階第一会議室14時－16時 

7月9日(水)緑区 尾間木公民館小会議室 14時－16時 

7月9日(水)浦和区 浦和民商事務所 14時－16時 

7月10日(木)浦和民商事務所  10時－12時 

持ってくるもの 

◎2014年源泉徴収簿。1－6月まで役

員、社員、アルバイト、パート全員分を

記入してください。 

◎2013年7月－12月分の源泉納付書の控

を必ず持ってきてください。 

             

 

 婦人部からお知らせ 

 第２回婦人学校開催のお知らせ 

   憲法学習会第2回 

  『集団的自衛権行使になったら日本は・・・』 
 今何が起きようとしているのか、このままにしていたら、 

日本はどうなってしまうんだろう。不安を感じる方ぜひご参

加ください。 
 

とき；6月24日(火)午前10時開会正午閉会 

会場；与野本町コミュニティセンター小ホール 

講師；浦和法律事務所 鈴木幸子先生(浦和民商顧問) 
○参加できる方は６月２０日まで、婦人部役員か事務所まで

ご連絡ください。 

 集団的自衛権行使閣議決定で『戦争する国』にするな！ 

    ６．１７大集会に参加しよう 
     ー解釈で憲法９条憲法壊すなー 

 

日時；６月１７日(火)午後５時３０分集合 

  １９時３０分閉会 終了後デモを行います。 

会場；日比谷野外音楽堂   

 ６月８日(日)午前９時３０分から伊奈町の県民活動者センター

にて埼玉県商工団体連合会(県内民商上部団体。以下埼商連)の総

会が行われました。総勢１５６人の参加で出席率93・4％、浦和

民商から１０人が参加しました。冒頭で菊池大輔会長は、安倍首

相は国民犠牲を強いてまで自由と平和を奪う政策を推し進めてい

る。憲法解釈改憲、消費税の更なる増税と、個人情報保護法、マ

イナンバー制度、ＴＰＰなど問題は山積みだ。中小業者を守るた

め闊達な意見実り多い交流をしましょうと挨拶しました。 

 来賓の埼玉県労働組合連合会議長柴田泰彦さんは、憲法と平和

の問題、税理士法人第一経理所長長谷川元彦さんは、消費税と法

人税減税について、埼玉中央法律事務所事務局長塚越さんは、多

重債務についてそれぞれ報告がありました。日本共産党塩川哲也

議員は、国会情勢と中小企業振興基本法案大改悪の中身について

の報告、地域経済と中小企業を守るこの大きな運動を広げましょ

うと結びました。 

 方針・決算・予算・新役員の提案があり、テレビＣＭの活用や

事務局員の人事交流、中小業者のナショナルセンターの役割につ

いて意見が出されました。 

 午後、坂戸民商、浦和民商、戸田民商、本庄民商、大宮民商、

埼玉西南民商、埼青協から取り組みの報告があり、香田会長は、

民商まつりと地域交流について報告しました。午後の採択で提案

が多数で可決されました。消費税増税に反対する特別決議も続い

て採択されました。表彰では全支部毎月役員会開催と個人で拡大

５名が表彰されました。 

 今期浦和民商から常任理事に香田会長、理事に木下副会長、 

寺尾栄子埼婦協三役、松本安映、会計監査に水本美智子さんが選

任されました。   


